
ブルペンズやきゅうスクール 規約 

 

 

第 １ 章  総則 

 

第 １ 条 （名称） 

本スクールの名称は、「ブルペンズやきゅうスクール」（以下、当スクール）とする。 

第 ２ 条 （所在地） 

当スクールは、所在地を福岡県太宰府市宰都１－１３－１１とする。 

第 ３ 条 （目的） 

当スクールは、各年代に応じた最適な指導を通し、野球を中心としたスポーツの楽しさや様々な運動能

力の向上及び青少年の健全なる心身の育成を図ると共に、野球の普及・拡大及び地域のスポーツ振興

に寄与することを目的とする。 

 

 

第 ２ 章  会員、会費等 

 

第 ４ 条 （構成） 

当スクールは、幼児（幼稚園・保育園の年中児・年長児）及び小学生（小学１・２・３年生）の選手で構成し、

活動する。 

ただし、小学４年生以上の選手については、その都度、相談に応じることとする。 

第 ５ 条 （入会資格） 

当スクールに入会できる者は、親権者の同意を得た者、本規約に同意した者及び当スクールが入会に適

すると認めた者（以下、会員）とする。 

第 ６ 条 （遵守事項） 

会員は本規約を遵守すると共に、各活動会場での諸規則に従うものする。 

第 ７ 条 （入会費、保険料、月会費） 

１． 会員は、以下に定める入会金、保険料、月会費を所定の期日迄に納入することとする。 

なお、一旦納入した各費用は、理由の如何を問わず一切の返金をしない。 

入  会  費 ・・・ 6,000 円 （入会時のみ） 

継続登録料 ・・・ 5,000 円 （２年目以降） 

保  険  料 ・・・ 1,000 円 （１年単位での自動毎年更新） 

月  会  費 ・・・ 6,000 円  

２． 会員は、当スクールの各月の活動実施回数及び参加回数に関わらず、月会費を納入する。 

また、退会や休会などの場合でも、日割計算はしないこととする。 

３． 通常の活動以外のイベント（遠足や社会科見学等）に関する参加費用等は、そのイベントに参加する

会員や会員の家族から、月会費とは別にその都度徴収することとする。 



第 ８ 条 （費用の支払い方法） 

１． 本規約に基づく月会費の支払いは、翌月分を次のいずれかの方法で行うこととする。 

（１） 自動銀行引き落とし（※福岡銀行のみ）：毎月２７日 

（２） 下記の口座へ振り込み（手数料は会員の負担とする）：毎月２７日まで 

福岡銀行：太宰府支店、普通口座、１２５１１４１、ブルペンズやきゅうスクール 

（３） 直接の支払い（持参・手渡し）：毎月２７日まで 

２． 入会する際については、入会申込書及び同意書と共に、当月の月会費（１ヵ月分）と入会費及び保

険料を支払うこととする。その方法は、上記１．の（２）、もしくは（３）とする。 

３． 自動銀行引き落としは各手続きが全て終了してから始まることとし、それまでの支払い方法は、上記

の口座への振り込みか直接の持参とする。その場合は毎月２７日までに翌月分の月会費を支払うこと

とする。 

第 ９ 条 （入会） 

１． 入会する場合は、所定の入会申込書及び同意書に必要事項を記入・捺印し、提出（直接手渡しかＦ

ＡＸ送信）する。 

２． 入会日は入会申込書及び同意書を提出した日とする。 

３． 年度または月途中の入会も認めるが、各会費は入会月より発生するものとする。 

第 １０ 条 （退会） 

１． 会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙（退会届）に必要事項を記入・捺印し、退

会を希望する月の前月１５日までに当スクールへ退会届を提出（直接手渡しかＦＡＸ送信）し、当スク

ールの承認を得るものとする。 

２． 退会を希望する月の前月１５日までに退会届を提出していない退会希望者は、翌月の月会費を支

払うものとする。 

第 １１ 条 （休会） 

１． 会員が会員都合により休会する場合は、所定の届出用紙（休会届）に必要事項を記入・捺印し、休

会を希望する月の前月１５日までに当スクールへ休会届を提出（直接手渡しかＦＡＸ送信）し、当スク

ールの承認を得るものとする。 

２． 休会を希望する月の前月１５日までに休会届を提出していない休会希望者は、翌月の月会費を支

払うものとする。 

第 １２ 条 （復帰） 

１． 休会した会員が復帰する場合は、所定の届出用紙（復帰届）に必要事項を記入・捺印して提出（直

接手渡しかＦＡＸ送信）し、速やかに当スクールの承認を得るものとする。 

２． 復帰する際については、所定の届出用紙（復帰届）と共に、復帰する月の月会費（１ヵ月分）と継続登

録料及び保険料（入会日より２年以上経過している場合のみ）を支払うこととする。その方法は、上記 

第８条 １． （２） 、もしくは （３） とする。 

第 １３ 条 （更新） 

１． 当スクールの会員資格の次年度への更新は自動更新とする。 

２． 次年度の更新を希望しない場合のみ、３月１５日までに既定の退会手続きを行うものとする。 

第 １４ 条 （届出変更） 



会員は、入会時に当スクールへ届け出た氏名、住所、電話番号及び親権者等について変更があった場

合は所定の届出用紙（変更届）に必要事項を記入し、速やかに当スクールへ届け出ることとする。尚、前

述の届け出が無いため、当スクールからの通知や送付書類、またはその他のもの等が延着または到着し

なかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、当スクールは一切責任を負わないものとす

る。 

第 １５ 条 （除名） 

会員（親権者を含む）が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断した

者に対し、当スクール会員より除名することができることとする。 

１． 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき。 

２． 当スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき。 

３． 入会費、保険料及び月会費を３ヵ月以上滞納したとき。 

なお、除名となった場合、会員がそれまでに支払った費用は一切返金しない。 

第 １６ 条 （保険） 

会員は入会手続き終了後、スポーツ安全障害保険に加入することとする。加入手続きは当スクールが行

い、保険料は会員が負担することとする。傷害事故等における補償は加入する保険会社の約款通りとす

る。 

第 １７ 条 （負傷時の措置） 

会員が活動中に負傷した場合には、当スクールが応急処置を施す。 

ただし、自宅と会場間の移動中の負傷や活動中の負傷後の治療、入院、通院等については会員（親権

者を含む）の責任とし、当スクールは一切の責任を負わないものとする。 

 

 

第 ３ 章  活動 

 

第 １８ 条 （活動回数） 

活動する回数は、原則として週１日（年間４８回）とする。室内での活動も１回の活動とする。 

なお、活動会場の決定は当スクールに一任するものとする。 

第 １９ 条 （指導） 

活動中において、会員は当スクールの指導者・運営スタッフの指示に従うこととする。 

第 ２０ 条 （休講・閉講） 

当スクールは、天気やグラウンド状況、天災地変、社会情勢の変化、その他当スクールの存続を困難とす

る事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉講することができることとする。 

第 ２１ 条 （振替） 

１． 予定していた活動がやむなく休講となった場合、その振替は無しとし、月会費の返金対応も一切行わ

ないこととする。ただし、活動回数が年４０回に満たない場合のみ、振替を行うこととする。なお、その

振替の日時や会場は当スクールに一任することとする。 

２． 会員が振替日に参加できない場合、月会費の返金対応は一切行わないこととする。 

 



 

第 ４ 章  その他 

 

第 ２２ 条 （肖像権） 

活動中及び関連イベントで撮影された会員の肖像・音声を当スクールが使用することをあらかじめ同意す

ることとする。 

第 ２３ 条 （個人情報の利用目的） 

１． 当スクールは会員及び親権者の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス、会

費の決済に必要な情報等、会員及び親権者に関する情報（以下、会員情報）を取得・保有するもの

とし、会員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとする。 

２． 当スクールは、会員情報を次の目的に利用することとする。 

(1) 入会、退会、休会、復帰及び更新に関する手続き。 

(2) 当スクールに係わる情報の提供。 

(3) 当スクール及び当スクールの委託先から、会員にとって有益であると判断する情報を会員宛に 

電子メール、郵便などにより送付すること。 

(4) 今後のサービスの実施、商品開発、営業活動等のための統計資料の作成。 

(5) 上記(1)から(4)に関する問い合わせへの回答。 

なお、会員資格終了後も当スクールは会員情報を上記の目的で利用する。 

３． 当スクールは「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、会員の個人情報を会員の同意を

得ないで第三者（当スクールに関する業務を委託する先を除く）に対して提供しないこととする。 

第 ２４ 条 （免責） 

会員あるいは会員以外の利用者が、当スクールの利用に際して生じた人的・物的事故（傷害）及び金品

の紛失・盗難、その他の事故に対して一切の損害賠償を当スクールに求めず、当スクールは一切の賠償

をしないこととする。また、第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を会員がすべて負うこととする。

そして、天災などの不可抗力の事由によって生じた事故についても、当スクールは一切の責任を負わない

こととする。 

第 ２５ 条 （付則） 

当スクールは必要に応じて、随時、本規約を改正することができるとともに、本規約に関する事項又は本

規約に定めのない事項について、細則を定めることができることとする。 

なお、本規約の変更について当スクールより変更内容の通知後または新規約を送付後に当スクールの活

動に参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなす。 

第 ２６ 条 （会員の規約同意） 

会員は別紙の入会申込書の提出をもって本規約に同意したこととする。 

第 ２７ 条 （発効） 

本規約は ２０１５年 ３月 １日 より発効する。 


